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医療問 題 の 研 究 シリーズ(2 ) 
Medicine in Sweden 

スウェーデンの医療保障の特質

二一経済学的考察一一

Characteristics of Medical Insurance in Sweden 

一-from a point of View of Economics一一

一、スウヱーデンの健康・医療の指標

スウェーデンの社会保障は質量ともに世界で高

水準にあることで知られているが、公的年金と並

んで社会保障の支柱となる医療保障についてもそ

ういえる。ただ、最近まで、医療の社会保障が歯

科部門を十分カパーしていなかったが、 1974年 1

月から歯科部門の医療保障も改善されたので、一

層充実した医療保障が実現された。

スウェーデンはまた、健康・保険関係の社会指

標でみても良い成果をみせている。たとえば、平

均寿命、乳幼児死亡率、妊産婦死亡率、病院ベット

数、看護婦数を比べてみると、世界の主要国の中

で最も好成績であることが知られる(表 1図〉。

これは、おそらく、よく計画された公的な予防的

な保険・衛生サービスと、充実した医療保障によ

るところが大きいものと推定される。

ニ、医療の経済的特質

医療の主目的は、いうまでもなく人命を救い、

健康を維持・増進させることであるが、医療も、
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一種の「財」ないし「サービス」であり、経済学

的分析の対象になる。この点では、他の財やサー
(1) 

ビスとそれほど「異ならない」との見方が強くな

り、経済学的観点からの医療分析が行なわれてき

ている。

しかし、医療が財ないしサービスであるとして

も、それが「公共財J (Public goods) 的な財

である上に、若干の特殊性があることは否定でき

ない。それが「公共財」的であるというのは、

①保健・衛生サービス、伝染病の予防と拡散防止

などのように「外部効果」が広汎に及ぶこと。②
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〔表 1]健康・医療の社会指標の国際比較

|スウエ i日ーデン 本|アメリカ |イギリス |西ドイ ツ |フランス |イ タリア |ソ

男(歳〉l 711 7 0 1 1 11 6811 寸寸諸|目。|平均寿命女 76.51 76.01 7・ 75.11 73.61 76.1! 73.41 74.0 
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個人にと って病気や傷害のために医療を需要する

ことは不確定であり、③その上、生死にかかわる

基礎的ニーズであるから、保険化するのに適する

こと。④規模の利益とシステム化が効率的な医療

供給にと って必要であること(供給シス テムの分

割が非効率〉 。⑤医療への真の需要ないしニーズ

は、所得比例的でなく、むしろ低所得者のほうが

医療へのニーズが大きい。それゆえ基礎的な医療

供給を公的に行なうこと は、分配平等化効果があ

ること。

こうしたこ とは「公共財」に一般的な特性であ

るが、医療にもかなり強くみられる。その他、医

療は、 需要者と供給者の情報量が著しくアンパラ

ンスで、供給者が情報所有という点で圧倒的に強

い立場にあり、供給者は需要を容易にっくり出せ

る立場にあることなども、医療の特性として指摘

されることがあるが、こうした性格の 「財」ない

し、 「サーピス」であるために、一般の市場にお

ける需給メカニズムに委ねるのは適しない。社会

化と計画化の要素を導入すること が必要になる。

スウェーデンは、公共財的な財を社会化ないし

計画化し、一方、私的財に関しては、自由経済の

長所を生かす独自の混合経済の道を歩んできた

が、医療の場合には公共財的性格が強いので、社

会化ないし計画化原理を医療供給の基本としてい

る。しかし、ニーズの低い医療が誘発されて医療

需要が過大になるのを防ぐために、独自の医療負

担方式を採用するにいたった。公的機関と私的機

関の組み合わせや、基礎的ニーズの社会的充足と

個人的需要の選択性の組み合わせなど、 着実に効
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率性、公正さ、個人の自由選択を生かす方向を探

索しつつある。スウェーデンの年金制度や雇用政

策〈労働市場政策〉は「スウェーデン的合理主

義」に よる福祉目的の追求といえるが、医療保障

も次第に、福祉の維持・改善にとって合理的な方

向へと改革されつつあ る。

(1)医療サービスが必ずしも他の財と「異ならな

い」という点については、cf.A.J. Culyer， The 

Economics of Social Policy， Martin Robert-

son， 1973， chap. 6. 

(2)医療という 「財」が独自であるという 点につ

いては、 H.E.クラーマン著 「保健と医療の経

済学」 至誠堂1968年刊第一章およびA.J. Ar-

row凧，“Welf臼ar児eEconomics of Medical Car印e"

i泊nM. H. Cooper & A. J. Cu叫llyer.ベ(ed)，Hea討lth1 

Economics， 1973参照。

三、医療への資源配分の最適化

医療には以上のような独自性があるとはいえ、

経済的観点からみると、他の財の場合と共通する

課題がある。その第 1は、医療への資源配分を最

適化ないし効率化することであり、第2に、医療

供給を分配の公正の要請に合致させることである。

第 1に、医療支出への適正資源配分が どれくら

いかを考える必要がある。医療支出への資源配分

化が年齢構成の高度化にあって高まるという点で

は、医療は年金の場合と共通する性格をもってお

り、先の第(1)式がアナ ロジカノレに適用できる。

配分の問題としては次に、やはり年金の場合と



同じように、社会保障としてその供給をどこまで

社会的に行ない、私的財として民間経営の供給に

どの程度まで委ねるかをきめる必要がある。実は

この配分形態の問題も二つに分かれる。ひとつは

医療供給を社会保障として行なうか。社会保障に

あってはカバーされないかたちで行なうかという

問題であり、もうひとつは、医療供給を公的機関

(公営病院および診療所と公営の医薬品生産およ

び販売公社〉で行なうかそれとも私的機関(私的

病院および開業個人医と私営の製薬会社および販

売機関〉で行なうかという問題である。この二点

からみて医療供給の形態を分類すると、表2のよ

うな 4つの場合が類型的に区分できる。もち ろん、

実際の医療供給は混合形態であるが、共産圏国で

は公営・公費負担型のAに近い、医療供給が行な

われ、資本主義国の中ではアメリカが最近ま で私

営と私費(私的保険を含む〉型のCの形態を主と

した医療供給をやってきた。福祉国家的固といわ

れるイギリスやスウェーデンではAに近い混合

形態である。

イギリスでは診療 ・治療に関してはAに近く、

医療費の85%が公費負担、 10%が社会保険による

負担、 5%だけが患者の自己負担である。民間病

院や開業医が社会保障の枠外で行なう診療や治療

の比重は小さい。しかし、製薬と薬品販売はほと

んど私営である。しかし薬品の負担も大部分が社

会保障費で支払われるので薬品供給は表2のCの

型に近いかたちで行なわれている。

スウェーデンでは診療 ・治療はほとんど社会保

障の制度のもとで行なわれており、地方政府の運

営する公的病院の比重が高い。しかし個人負担の

比重はイギリスよりもいくぶん高い。製薬会社は

カピ社、レシップ社、ピトラム社の三社が公営化な

いし半公営化されており、この 3社で製薬部門の

25%のシェアを占めるほか薬の調剤と販売をする

表 2 医療供給の形態----ι 費用負担形態I
一一_____________ I社会保障|個人負担

所有・経営形態-------ー一一一 I I 

公営

戸病院 ) 
公営製薬会社等l

私営

(私闘院 ) 個人開業医 l 
私営製薬会社等l

A 

C 

B 

D 

薬局 (Pharmacy)が社会化されているという点

で独自的である。このほか、医師や看護婦養成の

学校が公立で、授業料も他の公立学校がそうであ

るように無料なので、医療供給の人的側面でも社

会化が進んでいるといえよう。

わが国の場合にも国民皆保険が実現されたが、

供給形態として民間病院と個人医の比重がイギリ

スやスウェーデンに比べて高い。

医療分野でのもうひとつの配分上の問題は医療

サービス(施設供給を含む〕と薬剤とへの配分比

であるが、わが国の場合には薬剤費が全医療費の

42% (1972年に46%)、イギリスの12.5%、西ドイ

ツの13.5%、スウェーデンの15%などと比べて異

常に高い。このことは、 (1)人件費が相対的に低い

(2)薬剤が過大に用いられる。 (3)製薬産業に小規模

企業が多くて生産性が低い。 (4)薬剤の広告費や流

通コストが大きい。 (5)大製薬産業の利潤率が高い

などの原因による。したがって薬剤供給を効率化

してコストを節約するためには、薬剤の過度使用

のチェックと製薬産業および流通部門の効率化が

必要である。また、スウェーデンの場合のように

一部の製薬会社を社会化したり 、過大広告を規制

することも、薬剤の乱費と広告コストの抑制に有

益であろう。スウェーデンでは、医療分業と薬局

および一部の製薬会社の社会化が行なわれている

上に、10%の広告税でもって商品広告を抑制して

いる。また、消費者オンブズマン (KO)が過大

広告や不正なマーケティングを厳しく監視してお

り、この点でも、真のニーズを越えた過大な薬品

等の利用が行なわれるおそれは少ない。スウェー

デンでは、さらに社会保障の行政に関しでも議会

オンブズマンの監視があるので、社会保障全般に

関しての、資源の浪費や不公正が監視され易くな

っている。

四、分配の公正と費用負担

医療供給は、資源配分の観点からみて効率的で

ある上に.分配上の平等ないし公正上の要請に合

致することが要請される。

既にみたように医療は人命の救助と健康の維持

という人聞にとっての基礎的ニーズの充足を基本

的目的とする点において生存保障を基本目的とす

る公的年金の場合の論理をアナロジカノレに適用で

きる。すなわち、基礎的ニードはすべての人々が

それを必要とする場合に、それを充足させるナシ
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ョナノレ・ミニマムの医療保障を行なうことは「必

要に応じた分配」という意味での平等化の原則に

合致する。しかし、医療上のすべてのニーズを充

足させるためにすべての医療を無料にすることが、

今日の段階で、は過大な経済負担に在ることは第

二次大戦後のイギリスの無料医療の時代の経験か

らも推定されるので、人命と健康維持の観点から

みて必要度が弱い医療で、しかも大した費用負担

にならない医療(すなわち図 1のAの部分〉は、

受益者には費用に比例的に若干の負担を払わせる

ととによって医療需給のバランスをとることが必

要になる。そしてある支出レベルまでは医療費に

比例的に一部負担をさせ、費用負担がある限度を

越える場合(図 1のBの部分)には、必要原則に

よって少なくとも高額所得者以外は公的に負担す

るかあるいは公的負担の比重を著しく高めるのが、

分配公正と資源配分の最適性の要性を両立させ

る一つの妥協的な方途といえよう。このような関

係は図2によっても示すことができる。この図の

横軸は各人の医療についやされる総費用であり、

縦軸は各人の直接の費用負担額を示す。すなわち、

mm線は各人が医療をうける場合に誰もが一律

に払う最低負担額である。(ただし予防や公衆衛

生の費用は外部経済効果が大きく公共財的性格が

強いので、税金でまかなうのが妥当であろう。〉初

診料は図 2のOmの負担に見合うものといえる。

スウェーデンでは1972年に 17クローネの改革」

によって、公的な診療所や病院で医療をうけると

き、誰もが診療の都度、 7クローネ (1973年には

12クローネに引き上げられた。〉だけは負担しなけ

ればならないようになった(ただし、私的な医者

にかかった場合には 3分の 2が償還され、 3分の

1は自己負担になる〉が、この一部負担金は図3

のOmの部分に見合うコスト負担といえる。

図1 費用負担の原則
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横軸は右方ほどニ

BI ーズがパイタノレ

〔生死にかかわ

る〉なものである

ことを示す。

縦軸は上方ほど当

人にとってのコス

大トが過重になるこ

とを示す。

図2 医療費負担の原則
(医療費負)
担の上限

A mx  I荘 一; 一一一 一一 ------7
の |日 り/'
l苓 | ・費/"ι: 

接 |会用/費用比例的負

費 I ~ ~担分
室門:_...-/~ 
額 ml一一一一「 最低負担額 j--m 

0_
1 
_ _ ' 必要とされる医療費 と

また、歯科治療は、ニーズがパイタノレでないと

いうこともあってスウェーデンでは、子供と妊産

婦以外は自己負担が重かったが、 1974年以降は20

歳以上の被保険者は治療費千クローネ(約6万40

00千円〉までは半分を社会保険が負担とし、千ク

ローネ以上は 3分の 2を社会保険が負担すること

になった。また、予防的診療の費用も 3分の 2償

還されるが、これは予防は治療よりも結局、経済

的(安くつく〉であり、本人にとっても好ましい

との判断によるものと推察される。

一方、公的病院に入院して治療を受ける場合に

は、通常自己負担はないが、これは、スウェーデ

ンの場合、入院するのは比較的治療のニーズの高

い患者であるとの判断によるものであろう 。

以上は、診療と治療の費用負担に関してである

が、スウ ェーデンは医薬分業であり、 (薬の負担

は別である。しかし薬の費用の自己負担も、原則は

同様であり、図 1のBの部分は当たるニーズが強

くて、コスト負担が重い薬(たとえばインシュリ

ン等〉は無料であり、通常の薬の場合には 5クロー

ネまでは本人負担、 5クローネ以上.25クローネま

では半分が本人負担であり、 25クローネ以上は全

額社会保険から支払われる。したがってその場合

の自己負担は15クローネ(最初の 5クローネと 5

-25クローネの半分の10クローネを加えたもの〉

であり、それが薬の本人負担の上限である。この

負担方式はまさに図 1と図2に見合う方式である。

すなわち最初の 5クローネは図 2のOmに当たれ

それ以後C点までは 2分の 1を自己負担し、 C点

以上の費用は社会保険から支払われるという方式

である。

五、評価と問題点

以上のことからわかるように、スワェーデンの

医療保障は、資源配分の効率性という観点と分配

(負担〉の公正という観点からみて合理的に計画

されているものといえる。また、健康の維持と人



命の尊重という観点からも良い成果をあげている

といえる。ただ、ニーズの弱い患者の安易な診療

を抑制して医療の供給能力に需要を合わせるため

に.重症者以外は診療までに何人も待たされると

いうことが、国民の不平のーっとなっている。わ

が国のように 13時間待って 3分診察」でも、と

にかく 病院で待てばその日に診察してもらえる制

度と、比較的たんねんにその日にはあまり待たず

に診察してもらえるが、診察指定日まで何日も待

たねばならないスウェーデンやイギリスの制度と

どちらがよいのかは判断がむづかしい。

そのいずれの難点、をも持たない方式があればそ

れが最善であるが、医療の自己負担を高めること

なくしてその両方の難点をなくすることは困難で

あろう。

スウ ェーヂンの健康保険制度
Health Insurance in Sweden 

1)健康 保険

スウ ェーデンでは健康保険の考え方が割合に早

くから発達していて、中世紀にはすでに手工業組

合に 「傷病金庫」があり、平素積み立てておき必

要に応じて引出す仕組みが行われていた。 1800年

代に なって、傷病金庫は自由教会や禁酒運動や労

働運動の聞にも拡大し、政府が援助することもあ

っTこ。

産業革命の進行とともに傷病金庫も発展してく

ると、金庫聞の競争あつれきが激しくなり、資金

的にも不安定となってきたので、これらを根本的

に改革して義務制の統ーした健康保険をつくるべ

きだとい う進歩的な思想が生まれた。そして1919

年には準備委員会ができたが、一本の健康保険に

まとめ る仕事は非常に困難であって、認可制健康

保険から任意制健康保険の段階を経て、ょうやく

国民健康保険法の発足を見るまでになったのは

1955年のことであった。

1963年には、国民健康保険法は、国民年金法と国

民給付が年金法とともに 「国民保険法」という単

一の保険法の下に統合され、国民皆保険の体制が

一層整った。以上の三保険は保険ごとにそれぞれ

中央金庫を持つが、国民に対する窓口は、地域社

会保険金庫(全国で500)一本ですむことになった。

健康保険は、医療保険と傷病手当保険(両親保

険を含む〉の二本建てであって、国民の保険料を

別々に徴収される。健康保険には、 16歳以上の国

民がすべて加入するが.67歳以上の人は保険料を

免除され、 16歳以下の子供は親の保険に含まれる。

医療保険は、スウ ェーデン人およびスウェーデ

評議員小野寺百合子

Yuriko Onodera 

ンに在住する外国人すべてが加入し、そのために

医療費が無料になったり、特定の補償があったり

する権利が生ずる。スウェーデンと北欧諸国、イ

ギリスとの聞には相互協定があって、これらの国

民がこの国を訪問中に発病した場合には、保険が

適用される。

傷病手当保険は、 16歳以上67歳以下で、傷病手

当基本収入を持つ人が加入し、傷病のために労働

が不能になったときに、その人の収入に見合う手

当が支給になるものである。

2〉医療制度

スウェーデンは中世以来、 伝統的に医療は地域

社会が責任をものものになっていた。 1868年に地

方政府法ができたとき、医療の公的主要部分は、

州政府の役割として確立された。国は医療全般の

総轄をする外、医師の養成に責任を持ち、そのた

めにストックホJレムにカロリンスカ病院を運営し、

大学付属病院の財政の一部を担当する。

1972年の医療法でも、入院ークローズドー診療

およびオープン診療の責任はすべて州に置かれて

いる。州、!の無い 3つのコムーンについてはコムー

ンの責任とする。(以下同じ〉

a)入院診療のための病院は、制度上、 i)ラ

ザレット、 ii)施設病院一普通に病院というもの

iii)病院ホームー療養所、の 3種とし、州ごとに

専門各科をもっ総合中央病院を置く。別に全国を

7つの医療区に分け、医療区に 1つづっ高度に専

門化した地方病院を置き、専門教育病院としても

使う。病院ホームは、慢性病患者一主として老人

と、ときには恢復期療養患者を収容する。
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b)オープン診療には次のタイプのものがある。

i)ラザレットの外来診療部

ii)特定コムーンが持つ外来病院

iii)地方医務官診療所

もとは人口15，000人に 1人の地方医務官

が配置されたが、最近では総合医療セン

ターまたはオープン診療ステーションの

名の下に、複数の医務官が、広範囲を担

当する場合が多い。

iV)地方保健婦

人口2，000人に 1人の保健婦が配置され

ている。過疎地でのその活動は高く評価

される。サービスは無料。

V)地方助産婦

( iから) V)まで州の管轄〉

Vi)民間開業医

Vii)患者ホテル

昼間、病院などで継続医療を受ける患者

の宿泊施設

Viii)予防的保健施設一(コムーン管轄〉

母親センタ一、児童センタ一、保健所、

防疫所など。

iX)在宅慢性病患者の特別看護手当

地方医務官が看護の必要を認め、看護が

病院並みになされていることが証明され

ると、家族を含む看護人に 1日1-4時

間の時間給が州から出る。

3〉医療保 険

医療保険の適用は、入院診療とオープン診療に

区別される。

a)入院診療

傷病または出産のための入院料金は、居住地区

の病院の場合、または地区外でも緊急の場合、公

立病院の公衆ベッドで、 1日1人15krである。

この料金が原則として医療保険から支払われるの

であって、病院側から直接に保険金庫に請求され

る。入院実費としては 1日1人数百krに及ぶこ

ともあるが、病院の費用はすべて州が賄い、被保

険者にとっては無料入院となる。普通はそれが無

期限であるが、国民年金の老齢年金、早期退職年

金の受給者は、無料入院の限度は365日であって、

期限後は入院料金として保険が支払う分を自己負

担しなければならない。

b)通院診療
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ラザレットの外来部および地方医務官診療所ま

たはセンターでの診療は、 1回の診療につき12kr

支払えば、診察、治療のほか、処方袋、傷病手当

用の証明書、レントグン、ラジウムの検査および

治療、その他の物理化学検査のすべてが含まれる。

往診に対しては20kr(医師の交通費不要〉、電話

による相談は 5krを支払えばよい。保険金庫か

らは一率に、 1固につき、 48kr電話1回5krが

当該医療機関に対して補償される。

この制度は1970年から発足したもので、それま

では公務員医師にも認められていた公定料金によ

る自由診療ができなく.なり、医師は固定給料にし

ばられることになった。

C)民間開業医

民間開業医には料金の規定がない。患者は医師

が自由に請求する料金を支払ったのち、受領証を

保険金庫に提出する。金庫はその料金を公定料金

に計算し直して、その 4分の 3を患者に償還する。

往診の場合は医師の交通費も償還の対象となる。

開業医にも公的医療機関と同じ料金制を採用さ

せるべきだという提案が、現在論議中である。

d)交通費の償還付

入院退院の患者の移送費、病院その他医療機関

への通院費、地方保健婦や地方助産婦への往復交

通費など、一応は支払っておいて、あとから保険

金庫へ請求すれば、規則に従って還付される。

e)医薬品

スウェーデンの薬局は1971年から国営になった

が、それ以前で、薬局に対する国の取締りは厳し

かったから、あまり変化はない。

医師または歯科医師によって書かれた処方婆で

薬を買うとき、薬局は直接割引をする。割引は薬

価の 5krを越す2分の 1と25krを越す分の全額

であって、 l固に15kr以上を支払う必要はない

ことになる。また重病用または慢性病用の特定の

医薬品は、医師の処方実があれば無料となる。

医薬品の割引または無料分の補償は、国立保険

庁から各保険金庫と通じて行われる。

f)歯科医療保険

歯科医療についてはスウェーデンは後進国とい

われていたが、 1974年はじめからようやく国民歯

科保険制度が発足して、 17歳以上の人が加入する

ことになった。

従来の国民歯科医療制度では、 6歳-16歳の学

齢児童を主体とし、それに 6歳未満の幼児を含め



て、無料検診や治療が行われていた。この新しし、

歯科保険には、公的歯科医だけでなく民間開業医

もすべて適用を受けることになり、歯科医療は公

定料金表以外は使ってはならない。保険金庫から

の補償は、治療費の 2分の lだが、1， OOOkrを越

す場合には、1， 000 krを越した分に対しては75%

が補償される。また、予防的治療費と総義歯代は

75%が補償される。

開業歯科医が過疎地に少なすぎることから、将

来は州を歯科医療区に区分し. 1地区に少くも歯

科医 1人と歯科看護婦1人を持つ国民歯科医療ク

リーニックをつくる計画がある。そのほかに、重

症者のために州ごとに中央クリーニツクをおく。

国はクリーニックの運営費と人件費を州に対して

助成する。

4〉傷病手当保険

勤労による収入が年4，500kr以上ある人が、保

険金庫に登録してはじめて傷病手当保険の加入者

となる。配偶者は年収4，500kr以下でもまたは無

収入でも加入者と認められる。

傷病手当の額は勤労収入の額によってきまる。

税差引前の収入が年4，500kr以上あれば、収入を

日額にしてその90%が傷病手当となるが、基礎額

の7+倍を越える収入は計算から除外される。基

礎額とは、年金その他の給付の計算の基礎に使わ

れるもので、物価の変動によって 1ヶ月単位で決

、定される。 1974年 1月には8，100krであった。

傷病手当は課税対象であり、税金は手当支給の

前に源泉徴収される。配偶者の傷病手当は 8kr

で非課税である。

以上は1974年より改正となったもので、現在の

ところまだ1973年までの規則の適用を受けている

人があるが、その傷病手当は非課税である。

傷病手当で重要なのは保険金庫が常に加入者の

収入を把握していることだから、収入の変化があ

ったら直ちに金庫に申告しておかなければならな

い。傷病手当は保険金庫に傷病の申告(電話でよ

い〉がなされると、翌日から支給され、期聞は無

期限である。 67歳以上の人は保険料が免除される

代り、年金受給年齢に達してから以後180日まで

しか傷病手当は受けられない。

病院に入院中は、傷病手当はlOkr差しひかれ

るが、 8krより少なくなることはない。

傷病手当には「企業主扱い」というのがあっ

て、企業主が労働者に傷病手当を支払い、企業主

が保険金庫から償還を受ける仕組みである。傷病

手当が課税対象となって以来、企業主扱いが多く

なった。

両親保険

出産に関連するいろいろの特典は、 1973年まで

は母親保険とよばれて、母親にのみ有効であっ

た。 1974年から、原理として両親に有効で、あるべ

きだということで、両親保険と名付けられたが、

特典はすべて健康保険に含まれている 事 項であ

る。

医療保険で規定されている医療サービス、入院

診療、交通費還付などはすべて、妊娠出産に関す

る医療にも適用され、その上に妊産婦は、母親セ

ンター、児童センターでの無料検診や診療が受け

られる。

出産についての両親手当は、両親が共稼ぎであ

る場合とそうでない場合で具る。

共稼ぎでない場合には、出産予定日のおそくも

180目前までに出産を保険金庫に登録しておくこ

とが条件である。この場合の両親手当は、最低額

の1日25krであるから、 180日の全期間中に4，500

krとなる。 1973年までの母親保険では出産費 1

回1，080kr、双生児540kr増しであったから、は

るかに多くなった。両親手当のうちで、母親は早

くて予定日の60日前から受給の権利があり、出産

後30日聞は、たとえ死産であっても子供を手離し

ても母親に権利がある。その後は両親のうちいず

れが在宅しでも合計180日になるまで、 25krの手

当が受けられる。

共稼ぎである場合には、両親ともに出産前おそ

くも270日以前に、それぞれが勤労による年収4，5

OOkr以上を持っていること、すなわち保険金庫

に傷病手当保険による傷病手当の権利が登録され

ていることが条件である。産前産後の母親だけに

権利のある期聞が過ぎたあとは、両親のどちらが

在宅育児をしても、その人の持つ傷病手当の額が

支給されることになる。旧法では母親に傷病手当

の権利がある場合、傷病手当の付加手当分だけが

支給された。

両親のうちどちらが在宅するかは、夫婦の聞で決

めることだが、 2人が半日づっ休むことも、期間

中に交替することも、期間中に中断継続すること

もできる。期聞は合計180日までで、出産後180日

を過ぎてはならない。ただ未熟児などで子供を病

院に置く場合には、生後240日まで手当の延長が

7 



認められる。

また、次の子の出産のために母親が入院中、父

親が10歳以下の上の子を見る場合、 10日間まで父

親に傷病手当が出る。

里親も両親手当が受けられるが、期限は子供の

生後240日までである。養父母は、子供の生後240

日以上10歳以下の場合は、 20日間である。

両親手当はまた、病児看護のために両親のいず

れかが職場を休むときにも、年間10日聞を限り、

支給されるが、両親共稼ぎの場合に限られる。

この制度も企業主扱いにする企業が多い。

(以上の2編は、厚生省の49年度厚生科学研究補助による)

グンナー・ヘツクシャ一大使閣下の

ご退任について
H目 E.Royal Swedish Ambassador Gunnar Heckscher left ]apan on ]uly 7 th 

グンナー・へツクシャー駐日スウェーデン大使閣下には、このほど退任され、去る 7月 7日帰国

されまL.tこ。

大使は、ご承知のとおり 1970年わが国に着任されて以来約5ヶ年聞にわたり、日瑞両国の親善と

学術・文化の交流に多大の努力を払われ、そのご功績と、その聞に示された高いご人格と高遇なごI

見識は、われわれの終生忘れ得ぬところと考えます。

また、ご在官中、当スウェーデン社会研究所ならびに日瑞基金の活動に対しでも、並々ならぬご

厚情とご鞭撞を示され、関係者一同深く感謝し、たしておるところであります。

この謝意を表するため、去る 6月20日、東京霞が関ビ、ノレの東海クラブにおいて、大使の送別ノfー

ティーを開催し、惜別の辞を申し上げ、今後のご厚誼をもお願いいたしましたが、その際、大使に

は日本でのご印象につきご講演を行われ、われわれに更に数多くの示唆を与えられました。

本月報の次号は、大使送別の特集号とし、そのご講演の要旨などをお伝えしたいと考えておりま

す。

最近のスウェーデンの社会・経済ニュース

汚染防止の新技術に対する国家援助

現在の所まで総額7億クローナ (455億円〉に

達する政府助成金が汚染防止の為にスウェーデン

産業界に与えられてきたが、今年の 7月 1日現在

では、完全に新しい技術をテストしている廃棄物

処理場又は施設に対してのみ助成金が与えられて

いる。

1969年以来、スワェーデンの産業界は環境保護

の為に15億ドノレ相当の費用を投じてきており、こ

れはGNPの 1%強にあたると、同連盟理事のア

クセル・イーグェルート氏 (Axel1 veroth)は

会議の席上のぺた。これには、年あたり 1億ドル

と推定される維持費は含まれていない。

スウェーデンの重工業界は、その全投資額の 8

~10%を汚染防止に投じており、パノレフo及び製紙

業界では、平均して15%に達している。

産業界全体が、大規模化し、一層技術的にすす
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んだ方向へと構造的に移行してゆくことが、排出

物が減少してゆく上で大きな役割をはたしてき

た、とイーヴェルート氏はのべている。

食品工業の排水中の不純物を浄化する新しい方法

食品処理産業から発生する排水中に含まれる有

機物をへらす為の新しい技法が、スウェーデンの

テラポーナ社 (TerrabonaAB)とクムラ・フ

ノレクトインドウストリー社 (Kumla Fruktind-

ustri AB)の手で協同開発された。

このピオックス法 (BioxMethod)と呼ばれる

システムによって達成できる有機物減少の度合は、

毎日あたり 1 立方メート fレにつき15~40キロに達

し、これと比較すると生物学応用の場合には 1~

5 キロ、活性沈澱法では 1~2 キロにすぎない。

このビオックス法は生物学応用のタワーと活性

沈澱法による処理を組合せたものである。タワー

には細胞状のプラスチック物質がつめこまれ、そ



の上に微少な有機物の薄膜ができる。このタワー

内に空気がふきこまれ、排水はタワーとタンクと

の聞を循環する。

パイロット装置が果物の処理工場にとりつけら

れ、見事な成果をあげたと言われている。タワー

の容量が17立方メートノレの完全な商業用装置が完

成し、この春には稼動に入るとったえられてい

る。

コストの安い廃紙再生法

廃紙を再生し、その廃紙から不純物を完全に除

去できると称する、コストが安く簡単な方法が、

このほどスワェーデンのムンクシェ一社 (Munk

sjりAB)とフィンランド企業の手で共同開発さ

れた。

すでにパイロット工場でテストをうけたこの処

理装置一式は、現在スウェーデンの工場で組立て

中であり、約1年の聞には稼動に入ろう 。生産能

力は24時間あたり約100トンである。

廃紙のパノレプ化はそのなかに含まれる数多くの

不純物のせいで複雑な仕事となっている。不純物

には、プラスチック、金属、ロープ及びブリキ缶

などが含まれる。従来の方法では、不純物は再溶

解の工程で分離され、パノレプから分離することは

困難であった。

この新しい方法によれば、原料はパノレブ。の繊維

が分離するまである高さからくりかえし落され、

様々なコーテイング材からも分離される。このシ

ステムの作動は非常に静かなので、プラスチック

や金属がたとえまれにあっても、再溶解工程で分

離してしまう。不純物は 1個になって分離し、小

型の重い分子はハイドロサイクロン又はそれに類

した装置によって分離される。

パイロット工場での作業から分った事は、この

システムでの廃紙の再繊維化は急速に生じるもの

で、新聞、雑誌用紙では約6分、本の場合でも10

分以内である。エネノレギィの消費も水力によるパ

イプ製造機の半分ですみ、さらにこの新装置は非

常にコンパクトなので、日産 100トンのもので

も、必要な床面積は35平方メートノレである。

この新システムは、クラフト紙工場から出る黒

色溶液をインク除去剤として用いる可能性がある

事からして、一層安くなるであろう。この溶液は

パノレプ工場へと戻して、化学薬品回収部門の黒色

溶液と混合される。液中に分散し分解している不

純物はこうして除去でき、このすぐれた分散性能

のおかげで浮遊選鉱は不用となる。

協同組合グループの売上高、昨年中に17%増大

スワェーデンの卸・生産及び小売団体であるKF

/コンスム (KF /Konsum)協同組合の昨年度

の売上高は、 17.4%上昇して153億1，500万クロー

ナ (9，954億7，500万円〉に達した。

輸出を含んだ同組合の卸・生産及び処理加工の

取引高は、 23%上昇して104億1，400万クローナ

(6，769億1，000万円)に達した。この上昇率は同

組合の歴史上最高のもので、 1965年以来取引高は

3倍増した事を示している。

全体のうちで、同組合の生産高は48億クローナ

(3， 120億円〉をこえ、このうち60%は食料の加

工で、残りは各種の製造であった。輸出は32%上

昇して、 12億6，000万クローナ (819億円〉に達し

た。

1974年末に196の協同組合によ って営業されてい

る2，350の庖舗を通じての小売売上は、 113億2，50

0万クローナ (8，361億2，500万円〉に達し、これ

は対前年比で13.2%の増加である。量的には、売

上は5.8%の伸びであった。

1時間あたり 2，000トンの雪を

処理できる回転式除雪装置

スウェーデン国防軍の資材管理局は、固有企業

庁 (NationalIndustries Corporation)の資材

部門、及び自動車メーカーのボノレグォ社(Volvo)

及びサーブスカニア社 (Saab-$cania)と協力し

て、スウェーデン空軍用として、空港の滑走路の

除雪を行う。車にのせた回転式の除雪装置のプロ

トタイプ2種を開発した。

この 2つのシステムの中心となる部分は、毎分

35トン以上の除雪能力、又は毎時2，000トン以上

の能力をもっ回転式除雪装置で、雪を滑走路から

30メートfレも吹きとばせる。スイスの企業である

ロ/レパ社 (Rolba)によって開発されたこの装置

は、スヴェーダーラ・アノレブプロ一千土 (Svedala

-Arbra AB)とオースプリンク・エイケノレ社

(Absrink Eiker AB)の手で製造される。

どちらのタイプのものも、従来のトラックにの

せて時速70~80キロで運行できるが、パックの時

にも除雪ができる。パック時の最高途度は30キロ

である。

ボルボ型のものは、飛行機用のけん引車にのせ

る。除雪車としては、動力源に 150馬力:のエンジ

ンをのせ、車体の後部に雪を投げとばす方向をお

いた補助運転席を取り付けである。
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サーブスカニア社が開発した方は、軍用の野戦車

を改良したもので、ツインキャブの205馬力エン

ジンをのせる。ボノレボ社のものと同じく、ツイン

アクセノレ・ドライブを特色とする。双方の型とも、

2年にわたって冬期間にテストをうけ、 1976年に

最終決定をうける。

この計画は海外でも多くの関心を集めた、と同

局は述べている。

スウヱーデンのエネルギィ計画案なる

最近スウェーデン政府は、スウェーデンのエネ

ルギィ消費の成長率を1985年までは年率 2%、

1990年までにゼロと想定したエネノレギィ案を国会

に提出した。過去15年間のスウェーデンに於ける

エネノレギィの消費の年毎の成長率は、平均して約

4.5%であった。

エネノレギィの消費をおさえ、同時にエネノレギィ

の各分野での研究開発をすすめることに対し、最

優先を与えるという考九が政府案の骨子となって

いる。この計画の為の予算は、電気、石油及びガ

ソリンにかけられる新しいエネノレギィ税でまかな

われる。

スウェーデン全体のエネノレギィ消費量は、 1973

年の429TWHから、 1985年には540TWHにのび

ょう。石油はエネノレギィ源の最大のものとして、

圧倒的な地位を保持するが、エネノレギィ生産の場

合の主たる部分は、原子力・石炭及びコークスと

なろう。

従って、全エネノレギィ消費量中における石油の

地位、 1973年の73%から、 1985年には60%へと低

下し、水力発電も14%から12%へと低下しよう。

原子力発電はそのシェアを 1%から12%へと拡大

し、コークスは 4%から 9%へと拡大しよう。木

材等からのエネルギィは、 8%から 7%へ低下す

る。

政府は1990年以前の代替エネルギィ源として、

太陽熱、風力又は地熱による発電を期待してはい

ない。但し、現在提案されている 3億6，000万ク

ローナ (234億円〉の 3ヶ年エネノレギィ研究計画

に基づいて、こうしたエネルギィ源について研究

に大幅な資金を投入する。この計画の主力は、エ

ネルギィの節約におかれている。

エネノレギィを節約できる工場などについて投資

を行う企業には助成金が与えられ、さらに家庭で

の暖房改良には資金の貸付けや助成金が与えられ

る。
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さらにこの案では、すでに国会で承認されてい

る11ケ所の原子力発電所に加えて、さらに 2ケ所

の発電所建設をすすめている。これによって、原

子力発電量は、 1973年の 2TWHから1985年の63

TWHまで増大する。さらに、この期間中に水力

発電はゆっくりながらもすすみ.発電量は60TW

Hから66TWHへと増大しよう。

政府原案のなかには、この他にも、石油、天然

ガス及び石炭の開発の為の財政投資として、 20億

クローナまでの貸付けに政府保証が与えられるべ

きであるとの提案も含まれている。

石油の貯蔵能力は、 1985年までに 4ヶ月聞は石

油の自立ができる様に成ることを目的として、大

幅に増強されよう。

交通雑音をカットするシー

トメタル製のシリンダー

スベンスカ・ダグブラデット (SvenskaDag 

bladet)の報ずる所によれば.従来の防音壁にく

らべて半分強程度の費舟で、従来よりも10デシペ

ル以上も交通雑音を下げることのできる、新型の

防音壁が、 ストックホノレムの技術者であるオー

ケ・ヴェイマノレ氏 (AkeWeimar)の手で開発

された。

この防音壁は、スクリーン型になるように直立

された梯型の、波状シートメタノレ製のシリンダー

である。長さ125メートノレ、高さ 3メートルのこ

のシリンダーは、南スウェーデンのクリシャンア

タッド (Kristianstad)近くの自動車道路わきに

数ヶ月たてられていた。

ノレンド技術研究所 (LundInstitute of Tech-

nology)から来た専門家によって行なわれたテ

ストの結果、この壁面は道路から20メートルほど

はなれた所におくと、交通騒音を77~78デシベノレ

まで下げることができると判明した。この騒音低

下は、人聞の耳に達する効果の面で、雑音レベル

を半分以下にすると同等の効力がある。

グェイマノレ氏はこの研究を 2年前に始め、スウ

ェーデン技術開発委員会 (SwedishBoard for 

Technical Development)から援助をうけてき

た。この方法を用いての企業としての開発権は、

南スウェーデンの機械会社であるクニースリング

グェルケン社 (KnislingeverkenAB)が獲得

した。

計算によれば、この防音システムは、平方米あた

り325クローナ (21.125円〉で、これと比較する



と従来のシステムは600クローナ (39，000円〉を要

する。さらにこのシステムの利点としては、清掃が

容易で、建設組立が現場でできる事があげられる

卒中の初期診療に効果を発揮する赤外線アイ

ダーグンス・ニーへーテノレ(DagensNyheter) 

の報ずる所によれば、ストックホノレムのセーデノレ

シュークフーセット(Sodersjukhuset)病院のグ

ンナーノレ・へーンステン博士 (Dr.Gunnas Hor-

nsten)は、卒中の症状を初期に発見して充分に

聞にあう時期に予防処置をこうずることのできる

新しい診療法を開発した。

この方法は、応々にして卒中の最初の徴こうで

ある発達したあるいは初期の血せんを、赤外線を

用いて間接的に発見することことから始まる。こ

の方法はとくに.小脳と背髄の上端部をくるしめ

る出血性梗塞の一種であるグアーレンベリイ症こ

う群の初期診療に効果がある。

この方法は従来からある器具を新しく組み合せ

たもので、主たる部品としてはテレビ装置、モニ

タ一、ビデオテープ等である。患者は真暗ななか

におかれ、その眼に赤外線があてられて、その動

きをカメラでおいかける。

その眼が示した反応は、後ほどテレビスクリー

ンにかけて研究する。同博士の研究から、卒中の

気のある患者は、特定のパターンをもった眼球障

害を示すことが分っている。

医師はこのおそろしい卒中の初期診断の重要性

を強調してきている。この病気を外科的に処置す

ることはまれであり、できるかぎり早期に予防処

置をこうずることの重要さが分ろう。
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1.10 '7ン・マシン ・システムの開発に関する

調査研究委員会 (M.M.S.委員会〉開催

1.30 研究所月報第 7巻第 1号発行

2.13 M. M. S.委員会開催

2.28 研究所運営総合委員会開催アノレムクグイ

スト・アンド・ヴィクセル出版会社の販売担当専

務理事ノ、ンス モランダ一氏と同出版担当理事ダ

ービッツ・トムセン氏来所、当研究所高須裕三常

務、講談社インターナショナノレ株式会社専務取締

役信木三郎氏、同事業部長赤野間征盛氏等と懇談

3. 7 研究所月報第7巻第 2号発行

3. 7 来日中のデューク・エイコ女史来所

3.10 厚生省企画室西村事務官に50年度研究補

助を申請

3. 18 北海道大学相馬純吉教授来所

3.18 日本交通公社虎ノ門支庖の長与純三支庖

長代理来所、高須研究所常務と今夏の視察団派遣

計画につき打合

3.24 スワェーデン合同産業安全委員会セーデ

ノレ・ストレーム理事の労働者保護に関する講演会

を開催

4. 9 西村研究所所長、大使館科学技術アタッ

シエ ベツクストレーム氏と懇談

4. 9 西村研究所所長、東海銀行三宅頭取と研

究所の運営援助につき懇談

4.10 研究所定期総会開催、昭和50年度事業計

画等につき審議

4.11 M. M. S.研究報告書完成

4.14 研究所月報第7巻第 3号発行

4.16 昭和50年度(厚生省〉厚生科学研究補助

は、 「スウェーデンの消費協同組合に関する研

究」のテーマに決定

4.29 昭和48年度(厚生省〉厚生科学研究補助

論文「スウェーデンにおける医療供給体制と保障

制度一日本の場合との対比において」完成し提出

5.12 M.M. S研究報告会開催、当研究所高須

裕三常務、丸尾直美理事および松下電器産業株式

会社東京支社加藤正雄次長の三氏の報告講演実施

5.22 昭和50年度(厚生省〉厚生科学研究補助

(前掲〉申請書提出

5.22 当研究所の49年度事業報告書ならびに決

算報告書、昭和50年度事業計画書ならびに予算書

を外務省に提出

6. 5 研究所運営総合委員会開催、本年度研究

計画、視察団派遣計画等審議

6.19 西村研究所所長、へツクシャ一大使より

スウェーデン政府の50年度寄付金を受領

6. 19 サンケイ新聞の笹川氏来所、高須研究所

常務と消費者オンブヅマンにつき懇談

6.20 グンナー・へツクシャ一大使の送別パー

ティーを霞が関ピノレ内東海大クラブにて開催、冒

頭に同大使の日本の印象に関する講演あり、大平

大蔵大臣、堀越経団連顧問ほか約30名出席

7. 9 社団法人目瑞基金の定期総会開催土光会

長、花村評議員等出席、49年度事業報告および決算

報告の承認と50年度事業計画ならび予算案等審議

7. 19 教育研究会開催、文部省大臣官房企画官

山本清氏の「スウェーデンの教育を視察して」と

題する講演実施
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